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1　はじめに
特許委員会では，日本溶接協会会員企業が知的財産戦

略を構築するための側面支援のひとつとして，特許庁の
多大なるご協力をいただきながら毎年懇談会を行ってい
る。今年度は，2024年11月６日に溶接会館およびオン
ラインにて，特許庁から４人，INPIT（工業所有権情
報・研修館）から１人，会員企業から51人が参加して
懇談会を開催した。
第１部では，特許庁から表１に示すテーマ３件（最近

の特許行政，AI関連技術に関する審査に関する取組に
ついて，J-PlatPatだけじゃないINPIT）について講演
をいただいた。第２部では，特許庁と会員企業による情
報共有・意見交換を行う機会として，意見交換会の場を

設けた。以下，「講演会及び意見交換会での質疑応答の
内容について抜粋して報告する。

2　最近の特許行政
最近の特許行政について，「JPOの取組」及び「最近
の特許法・特許制度等改正の概要」の順に解説いただい
た。以下に講演内容を報告する。

2.1　  JPOの取組
2.1.1　��ユーザーの皆様と特許庁との意見交換の目的
まず，「ユーザーの皆様と特許庁との意見交換の目的」
において，特許庁は，「MVV（Mission Vision Value）」
を作成した。この「MVV」は，「産業財産権を通じて，
未来を拓く「知」が育まれ，新たな価値が生み出される
知財エコシステムを協創することで，イノベーションを
促進する」ことをビジョンとし，バリューズにも「ユー
ザーの立場で考える」・「前例にこだわらず，改善を続け
る」と掲げているように，特許庁はユーザーの皆様と共
に，真に必要とされる知財施策や審査実務を創り上げて
いくことを目指している。上述のような意識のもと，本
意見交換は以下を目的としている。
（1）ユーザーの皆様の事業戦略・知財戦略に基づき，特
許庁の各施策を一層ご活用頂くために，特許庁の最近
の施策や実施状況についてご説明すること。

（2）知財環境の変化を把握し，適時に施策や取組に反映
していくために，ユーザーの皆様の最近の事業戦略・
知財戦略を伺うこと。

（3）今後の施策の検討や審査実務の改善に繋げるため
に，最近の施策や審査実務の状況について忌憚のない
ご意見を伺うこと。
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2.1.2　��ユーザーと審査官との特許権の共創
次に「ユーザーと審査官との特許権の共創」について

説明する。
特許庁は，特許審査におけるユーザーの皆様と審査官

との共通の目的である「強く・広く・役に立つ特許権」
を「共創」するという観点で，相互の信頼・協力関係を
更に深めて，特許審査全体の効率及び品質の向上ととも
に，新たな価値が提供できる制度・運用の確立を目指
す。
なお，「相互の信頼・協力関係を更に深めて」とは，

審査官と出願人が，相互の期待に応えようとすること，
すなわち互いに知見・知識等を積極的に出し合うこと
で，審査プロセスの効率化やよりよい特許権の設定につ
ながるとともに，更なる信頼関係を醸成するという好循
環を期待している。共創施策の例を以下に紹介する
（図１）。
（1）原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の
運用については後述する。

（2）業界団体と審査室の対話（令和５年度の実績）に関
し，情報提供制度について，業界に属する企業に対し
て事前に個社ヒアリングを行った上で，意見交換を実

施し，審査における情報提供の活用状況や望ましい情
報提供等について意識合わせを行った。

（3）共創等の視点に基づく新規性・進歩性に関する分か
りやすい起案形式の検討について，ユーザー団体と意
見交換を行い，汎用文例案を検討している。
2.1.3　��特許審査の状況
特許審査の迅速性については，2014年に10年目標と
してFA10, STP14の実現を掲げ，2023年度に達成した。
なお，FA10は，一次審査通知までの期間10月以内，
STP14は，権利化までの期間14月以内をいう。
また，2024年度以降の目標は，特許審査のレジリエ
ンス向上による迅速性（STP14）の維持である。
2.1.4　��特許審査の質についてのユーザー評価調査
審査の質については，ユーザーの声を把握し，品質管
理施策に反映させるため，特許審査の質についてのユー
ザー評価調査を2012年度から毎年実施し，特許庁ホー
ムページにて公表している（図３参照）。
2023年度は，全体評価では上位評価が60％程度，普
通評価も合わせると95％以上である。一方，課題がな
いわけではなく，個別の評価項目のうち相対的に評価が
低い「外国特許文献の調査」，「非特許文献等の調査」，

図２　一次審査期間と権利化までの期間及び特許審査の質についてのユーザー評価

図１　共創施策の例
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「判断の均質性」や，ユーザーの関心が高い「面接，電
話等における審査官とのコミュニケーション」を中心
に，ユーザー満足度向上を目指して各種取組を引き続き
推進している。
2.1.5　��AI審査支援チーム
これまでAI技術の活用が進まなかった分野もあるが，

今後出てくるであろう分野も含めて，AI関連発明の審
査をサポートできる体制を整備している。具体的には，
AI審査チームを立ち上げて，各審査部からAI担当官が
任命され，その人たちをハブにして各審査部の知見を集
約し，相互に意見交換しながら全体に情報共有を進めて
いる。そして，AI関連技術は複数の審査部門にまたが
る融合技術のため，各審査部門が担当する技術分野を超
えて連携することが必要である。このため，管理職員等
とAI担当官から構成される「AI審査支援チーム」を
2021年１月20日に発足し，各審査部門が担当する技術
分野を超えて連携し，最新のAI関連技術に関する知見
や審査事例の蓄積・共有及び特許審査施策の検討等を実
施している。
また，AI担当官は，AI関連発明に関する審査の“ハ

ブ”として，各審査部の知見を集約し相互に活用しつつ
相談対応や，審査官向けの研修等を実施している。
また，2023年10月に体制強化を実施（AI担当官を13

人から39人に増員）し，2024年４月にAI担当官に研修・
助言を行うAIアドバイザー（外部有識者）を設置した。
2.1.6　��審査官とのコミュニケーション
本会のような場のみならず，個別の案件でも審査官と
コミュニケーションをとる場を設けている。
（1）面接
・審査官と直接対話して意思疎通を円滑化する。
・審査請求（特）／出願（意・商）から審査手続き終了
までいつでも無料で要請可能である。
・出願人は，電子メールにより補正案等を送付すること
が可能である。
・１件の案件からご希望日程に柔軟に対応する。
・面接要請があった場合，審査官は原則全件面接を受諾
する。なお，面接の他，出願人は電話等による応対の
依頼が可能である。

（2）オンライン面接
出願人所有のPC等から，インターネット回線でオン
ライン面接審査への参加が可能である。Microsoft 
Teamsを使ってのオンライン面接も可能である。
（3）出張面接
特許庁は，対面での審査も重視し，出張面接も行って
いる。希望に応じて出願人が使用する場所での面接も可
能であり，工場見学も実施している。また，INPIT-
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図３　国内出願における特許審査の全体評価及び主な個別の評価項目についての評価の推移

図４　AI審査支援チーム
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KANSAIに面接室を設置している。2023年は図５のよ
うな実績であった。
2.1.7　��事業戦略対応まとめ審査
特許庁では，事業戦略対応まとめ審査というものも

行っており，
・事業に関連する複数の出願について分野横断的にまと
めて審査を受けることが可能である。申請は，２件の
出願から可能である。

・出願人の望むタイミングでの権利化を支援する。
・特許に加え，意匠・商標の出願もまとめて申請可能で
ある。
特許のみならず，意匠や商標もタイムリーに権利化が
可能であり，10年以上経つ取組である。また，各分野
の審査官が審査の均質性を担保しながら，協議を行う場
合もある。2023年の実績は，申請が23件，特許出願が
248件であった。この取組について要件の緩和を検討中
である。
2.1.8　��特許庁の知財専門家を世界に配置
特許庁から派遣している職員の一部を図７に掲載す

る。何か困ったことがあれば直接相談も可能である。
2.1.9　��グリーン・トランスフォーメーション技術区分表
グリーン・トランスフォーメーションについては，
コーポレートガバナンスコードが2021年６月に改訂さ

図５　面接件数

図６　事業戦略対応まとめ審査

図７　特許庁の知財専門家世界配置図
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れて企業は気候変動に関するリスクや収益機会が，自社
の活動に与える影響についての開示が求められているこ
とを背景としている。図８のように，区分を設けて企業
が特許情報を分析しやすくする取り組みを行っている。
2.1.10　��知財経営への招待～知財・無形資産の投資・活

用ガイドブック～
企業によっては，知財は重要だと言われているがどう

やってそれを経営に活かしていいか分からないという場
合もあろうかと考えられるところ，それをストーリー仕
立てで解説するガイドブックを設けたので，参照いただ
きたい。
2.1.11　��オープンイノベーション促進のためのマナー

ブック
次に，オープンイノベーションに関して，こちらは主

に企業とスタートアップや大学との連携が重要になって
きていることから，連携についてどういう観点の検討を
してほしいかということを説明したマナーブックを作成
したので参考にしていただきたい。

2.1.12　��企業の事業フェーズにおける支援施策俯瞰図
次に，特許庁はアイデアが出てきた段階から，それぞ
れのフェーズでさまざまな取組を行っている。例えば，
中小企業には，審査段階において減免を受けられるか，
どういうコミュニケーションがあるか，知財を活用して
資金協力を受けることができないか，海外展開していく
ためにはどうすればよいか等の支援を行っている。
2.1.13　��INPIT知財総合支援窓口におけるサービス
次に，INPITでは中小企業に対し，さまざまな知財に
関する支援を行っている。特に，スタートアップに関す
る部分は，国全体の政策として支援していく流れがあ
り，特許庁においても取り組みを充実させつつある。
2.1.14　��スタートアップ支援
スタートアップ支援では，一般的な早期審査に加え
て，面接活用早期審査，スーパー早期審査という取組も
ある。スーパー早期審査は，普通の早期審査よりも早く
結果を出す。また，スタートアップ向けに料金減額もあ
り，色んな情報の提供も行っている。

2025年4月号

図８　グリーン・トランスフォーメーション技術区分表

図９　企業の事業フェーズにおける支援施策俯瞰図
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2.1.15　��スタートアップに対するプッシュ型支援（PASS：
Push-type Assistance Service for Startupsの
略称）

本支援は，最近の取組だが，スタートアップ企業が面
接審査等をどう活用すればいいかわからない場合に，特
許庁からプッシュ型でアプローチして，「こういう取組
をやっていますが，どうですか」や，「よろしければ面
接しますが，どうですか」という働きかけを行っている。

2.2　  最近の特許法・特許制度等改正の
概要

2.2.1　��特許出願非公開制度
最近の法改正関連について紹介する。何年か前から新

聞報道等もあり，秘密特許と呼ばれたりもするが，正式
には「特許出願非公開制度」というものがある。経済安
全保障推進法という中で４つの制度を作ることがうたわ
れており，その制度のうちの１つである。

この制度は，公にすることによって国家国民の安全を
損なう事態を生じる恐れの大きい発明が記載されてい
る。特許出願については，必要な情報保全措置を講ずる
ことで機微な技術が公開や流出することがないようにし
ていくものである。従来，安全保障を配慮して特許出願
を自重していたケースがあったかもしれないが，そのよ
うなケースでも特許上の権利を受ける道を開くという制
度である。
具体的には，図10のようなフローで手続きが行われる。

出願すると，３ヵ月以内に特許庁において分類を見て第
一次審査を行う。これにより，この制度に該当するかも
しれない出願の選別を行い，特許庁が特定の技術分野に
該当すると判断する場合には，下向きの矢印に進んで内
閣府での保全審査に進む。また，特許庁での判断に加え
て出願人からの申し出があった場合にも，内閣府での保
全審査に入る。保全審査では，どういった機微の内容な
のか，産業への影響等の検討が行われる。そして，保全

図10　特許出願非公開制度フロー

図11　特定技術分野
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指定をする必要がなければ，通常の特許手続きルートに
入る。検討の結果，保全指定をする前には出願人の意思
を確認するプロセスがあり，出願の取り下げもできる。
保全指定された場合，出願の取り下げ，開示，外国出

願禁止などさまざまな制約がかかる。保全審査は，出願
から10ヵ月以内に行われ，保全指定する必要がないと
判断されるまでは，外国出願が禁止される。
この制度により，保全指定期間中は，出願の公開，特

許査定，拒絶査定は留保されるが，出願人から特許庁に
対して行う手続補正書や，審査請求書の提出は留保され
ずに引き続き手続きが可能である。
2.2.2　��特定技術分野の概要
溶接技術は特定技術分野に該当することは少ないと考

えるが，どういうものがこの制度に該当するかを図11
に掲げる。特定技術を外部へ公にすることにより，国
家，国民の安全を損なう事態が生じる可能性がある25
の分類を定めている。図11項番10～19の分野に関して

は，付加要件として絞り込みをかけている。
これは，いわゆるデュアルユースと呼ばれるもので，
付加要件を満たす場合に限り，この制度の下でのプロセ
スに入る。このプロセスについて，主には国内で出願公
開しないことだが，外国で出願し，公開してしまっては
保全指定した意味がなくなる。本制度では，保全審査の
対象となるものは外国出願よりも先に日本で出願しなけ
ればならないという規定が設けられている。
特に，ダイレクトでPCT出願をする場合には，注意
願いたい。
2.2.3　��原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中

止の運用について
原出願が審判継続している場合は，分割出願を待った
方がいい場合があったが，本年４月からの運用変更とし
て，原出願の審査において権利化すべき部分が大体明ら
かになってきた場合には，分割出願の審査を中止する必
要性がなく審査再開を希望する場合もあるため，審査再

2025年4月号

図13　審査再開の申請（令和６年４月からの運用変更）

図12　分割出願の審査中止

図14　溶接関連企業による出願・審査請求動向
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開するプロセスを設けた。
2.2.4　��INPIT法改正の概要
INPITにおいては，これまでも色々な相談業務や研修

を行っていたが，INPIT法を改正して機能強化を図ると
いうもの。本法は既に施行されている。

2.3　  溶接関係統計編
2.3.1　��溶接関連企業による出願・審査請求動向等
最後は，溶接分野出願等の統計に関して紹介する。出

願件数について，「溶接分野」は伸びている一方，「全
体」では減少傾向である。また，審査請求件数について

も，「溶接分野」に関しては比較的伸びている。
2.3.2　��溶接関連企業による特許査定率の推移等
特許査定率に関して，「全体」は約８割であるが，「溶
接分野」は９割近くの特許査定である。表裏の関係であ
る拒絶査定は，「溶接分野」は比較的少ない。また，応
答無し拒絶査定が溶接分野に関しては少ない。
2.3.3　��溶接関連企業による拒絶理由の通知割合の推移
拒絶理由に関する部分については，その発明が新しい
かどうかや，進歩的かどうかという拒絶理由通知があ
る。「溶接分野」において，直近は，新しくないという
拒絶理由を通知される割合は「全体」より少ない。ま

図15　溶接関連企業による各種査定率の推移

図16　溶接関連企業による各種拒絶理由通知割合推移
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た，進歩性も同じ傾向である。明確性に関しても，発明
が明確でないという通知がされるケースは「溶接分野」
においては比較的少ない。比較的しっかり対応いただい
ている，しっかり明細書を書いていただいている，とい
う感触を持っている。

2.4　  質疑応答
Ｑ１：特許庁より幅広いサービスを提供いただき，非

常にうれしく思う。企業としてはやはり特許を取得し，
ビジネスに活かすことであり，我々は特許庁をパート
ナーであるとある意味理解しており，今後も質のいい
サービスの提供を続けていただきたい。
質問として，2.1.4特許審査の質についてのユーザー評

価調査の図３に関し，全体的に高止まりしているように
も見えるが，満足・比較的満足の点のところについて，
例えば特許審査全般の質の指数であれば，４期連続して
下がっているし，サーチについても下がっているように
見えるし，拒絶理由通知等の記載のわかりやすさも下
がってきているように見える。これは，例えば特許査定
率が非常に上がってきていることとの相関もあると思
う。要は甘いサーチ，甘い審査が一因にあると考える。
次に，この特許審査の質の調査は，「貴社の出願にお

いて満足か，不満足か」という問いだったと思うが，第
三者の視点だと，何故こんなのが特許になるのかという
ことがあり，その考え方からアンケートを取ることもで
きればお願いしたい。
Ａ１：第三者視点からの意見というアンケート項目は

なかったと思う。
Ｑ２：第三者の立場になり，競合企業の特許が何故こ

れで特許になるのか？という見方をすると，個人的見解
だが以前は技術分野が近い案件も引例として抽出し，拒
絶理由を通知することが多かったと思うが，最近は分野
が違うと通知しないことが多いと考えている。この点に
ついて分析をお願いしたいと考える。
Ａ２：そういった意味では，判断の均質性にも関連す

るかもしれないが，離れた技術分野を持ってくることが
本当にできるのかどうか，我々もしっかり協議して，改
善していきたい。

3　   AI関連技術に関する審査に関す
る取組について

3.1　  AI関連技術と特許の関係
AI関連技術と特許の関係は，大きく分けて３つの種

類がある。１つ目は，AIを支える技術そのものである

「AI技術自体の発明」である。これはいままでのコン
ピュータソフトウェア関連発明の１つと考えることがで
き，また関係者もこれに慣れているので問題になりにく
い。問題になりやすいのは残りの２つあり，まず図17
の２つ目の「AI技術を活用した発明（AI活用技術発
明）」である。AI活用技術発明とは，AI技術は自身で
開発などはせずにこれを単に利用して，人が判断する代
わりにAI技術による判断を各分野で応用する技術を特
許出願したものであり，発明の一部にAIが含まれてい
るようなものである。三つ目は発明や特許出願の為に
AI技術を利用した「AI利用生成発明」である。技術開
発などの際にAIを道具として利用したときに生まれた
アイデアなどから，新しい発明をする場合である。な
お，道具という枠を超えてAI自体が人間の支援なしに
発明するようなものも三つ目のパターンの一例である。
次に紹介する調査研究は，AIを道具として発明するAI
利用生成発明について調査したものである。

図17　AI関連技術と特許の関係

3.2　  「AIを利活用した創作の特許法上
の保護の在り方に関する調査研
究」の調査結果について

近年は，生成AIが急速に進歩しており，発明の創作
過程におけるAIの利活用が拡大することが見込まれ，
それによって生まれた発明を含む特許出願が増えること
が予想されている。また，諸外国においてもAIを利活
用した創作の特許法上の保護の在り方について議論され
ている。これらを踏まえて，AIを利活用した創作の特
許法上の保護の在り方を検討する上での基礎資料を作成
することを目的として調査研究を実施した。
3.2.1　��公開情報調査
（1）各国・地域法制度

2025年4月号
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まず，公開情報調査により，主要国におけるAIの特
許法上の保護について調査した。令和３年度に同内容を
調査しているが，AI技術はその時点から大きく発展し
ている一方，各国の特許法上の保護の対応については，
あまり大きく動いていないという感がある。ただし，ア
メリカでは昨年10月に大統領令が発令され，AIを利用
した発明について発明者適格性や特許適格性を検討しガ
イダンスを公表するよう指示があった。
（2）各国・地域のAI関連発明に関する審決・判決の分析
AI利用生成発明についての裁判例は多くないが，図
18のような，英国のDABUS判決がある。この判決は，
AIが発明したとあえて願書の発明者欄に記載して日本
も含め世界各国に出願した案件である。各国とも発明者
が自然人でないので特許を認めないという判断が多く，
日本も同様であるという点で，注目する判決である。現
時点では，AIを発明者として認めようとする国は極め
て少ないと感じている。

3.2.2　��国内アンケート調査
次に，国内アンケート調査において，AIの発明への
利活用についてはまだまだこれからだという会社が多
かった。また，AIの発展に伴い，進歩性について制度
上変更等が必要かについて，AIの利用により色々なア
イデアを容易に出すことができるから進歩性のハードル
は高くなるのではないかという意見や，少数ではあるが
進歩性については変えるべきではないという意見もあ
り，意見が分かれた。
実施可能要件は，特に化合物や医薬などの分野では，
物を製造し，実験により効果など確認してその物を使用
できることを確認したことを明細書に記載して初めてそ
の要件を満たすことになる。しかし，AIでその構造や
効果を予測することができるようになるので，実験など
なしにAIによる予測のみで実施可能要件を満たすとし
て特許するべきかという議論がある。アンケートでは，
多くの企業が，我々は実際に物を作って，実験により効

図18　各国・地域のAI関連発明に関する審決・判決分析

図19　調査まとめ
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果を確認しており，またAIによる出力は予測精度も高
くないことから，AIによる予測のみでは特許しない方
がいいという意見であった。
また，AIが発明したものについて，特許を認めるこ

とによる問題は何か？という質問については，AIによ
り出願が急増するし審査が遅れるのではないかという意
見などがあった。
続いて，ヒアリング調査を行った。この結果は，アン

ケート結果とほぼ同じであり，AIが自律的に発明する
ほどはAIの性能は達していないという意見が多く，ま
た，現時点においてAIの状況に応じて特許法や審査基
準を変えることが必要だという意見はなかった。
しかし，AIは急速に発展しており，状況によって変

わる可能性もあるため，引き続き検討するという結論と
なった。参考に調査研究のまとめを図19に掲載する。

3.3　  国内外のAIに関する特許の話題
3.3.1　��知財推進計画2024とAI
知財事務局のAI時代の知的財産権検討会では，「中間

とりまとめ」を公表し，発明者適格性などについて考え
を示している。そこで，知財推進計画2024では，3.2で
述べた調査研究結果及び前記「中間とりまとめ」を踏ま
えつつ，2024年度も引き続き保護の在り方に関する深
掘り検討を行っている。
3.3.2　��調査研究後の状況～アメリカでの動き～
アメリカの状況について２つ動きがあった。１つ目

は，2024年２月に，発明者適格性のガイドラインが示
されたことである。自然人が図20の４条件を満たす場
合には，発明者適格性があると明示している。これら４
条件はいずれも「重要な貢献」をした場合を条件として
いることから，日本の考え方と大きく変わらないと感じ
ている。なお，アメリカでは日本と異なり発明者欄に発
明者ではない者を記載すると権利無効の理由になり得る

ので，基準を明確にする必要があるのではないかと考え
ている。
もう１つ，今年７月にUSPTOが図21のような特許適
格性の要件について外部意見募集を行った。その結果
は，まだ公表されていない。
3.3.3　��（参考）DABUS（ダバス）事件（東京地裁令和

５年（⾏ウ）第5001号）
DABUS事件について，本件は食品等の容器に関する
発明でAIを発明者として出願している。
日本の場合，発明者の欄に自然人以外が記載され，住
所の記載もないため方式調査の段階で出願が却下され
た。出願人は東京地裁に訴えた。地裁では，発明者は特
許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく，
自然人をいうものと解するのが相当と判断している。
また，我が国で立法論としてAI発明に関する検討を
行って可及的速やかにその結論を得ることが，AI発明
に関する産業政策上の重要性に鑑み，特に期待されてい
ると付言している。
 （次号に続く）

図21　USPTOからの意見募集

2025年4月号

図20　調査研究後の状況 ～アメリカでの動き～


